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１．バスなど公共交通における自動運転サービスの導入背景

• 近年、地域公共交通サービスにおいては、ドライバー不足による減便や路線の廃止など、
様々な課題を抱えている。

• これらの課題解決の手段の1つとして、自動運転サービスの導入が期待されている。

ドライバー不足（有効求人倍率の推移）

出典：第１回地域の公共交通リ・デザイン実現会議（2023年9月6日）資
料2

出典：帝国データバンク「全国「主要路線バス」運行状況調査（2023年）」

路線バス運行 127 社の「減便・廃止」動向

交通空白地域・不便地域等において移動手段の確保が必要

課題解決の手段の1つとして、運転手を必要としない
自動運転サービスの導入が期待されている



２．都内での取組紹介（R6末時点）

2050東京戦略から引用



・自動運転バス等 ： ガイドラインによる技術的な支援・運行補助などの財政的支援

・自動運転タクシー ： 関係機関との調整支援を実施

〇自動運転の導入に関する支援

〇社会受容性の向上

・自動運転レベル４等の先進モビリティサービスの実現・普及を図るため、
自動運転の実装を目指す事業者等が、社会受容性の向上に資する取組等を
実施する場合に必要な経費を補助

⇒例）自動運転車両の試乗、展示会などの体験・参加・学習型の事業

〇自動運転の推進区域の設定

・自動運転の実装に向けた区市町村や事業者等の事業計画を踏まえ、早期にレベル４
の実装が見込まれる区域を、区市町村との協議等を経て、都が推進区域に設定

・域内における社会受容性向上の取組みの他、行政手続や関係者調整等を効率化など
を実施

３．東京都の支援内容（社会実装に向けた支援）



３．東京都の支援内容（推進区域の設定）

・自動運転の実装に向けた区市町村や事業者等の事業計画を踏まえ、早期にレベル４
の実装が見込まれる区域を、区市町村との協議等を経て、都が推進区域として設定

・自動運転に係る行政手続きや関係者調整等を効率化させるとともに、社会受容性の
向上に資する取組を支援するために設定
※推進区域の設定に当たっては、「事業計画書」（任意様式）の提出が必要

・公共交通の取組については、早期実装に向けて、事業計画の策定支援を実施



東京都では、先行的に自動運転サービスの導入を推進するため、
区市町村や交通事業者向けに、導入手順や手続等を取りまとめた
「バスなど公共交通への自動運転サービスの導入に向けたガイドライン」を策定
（R6.3）

【ガイドラインへの掲載内容】
・東京都の取組
・自動運転の概要・法制度・国内の取組事例
・自動運転サービスの導入手順
・各ステップの具体的な取組内容
・事業採算性の試算 など

３．東京都の支援内容（バスなど公共交通への自動運転サービスの導入に向けたガイドライン）



３．東京都の支援内容（社会受容性向上補助）

10
令和６年度に引き続き、予算を確保していますので積極的に活用をお願いします！



４．その他 情報提供 ～自動運転社会実装推進事業～

（参考資料）国土交通省

12
国土交通省資料から引用



４．その他 情報提供 ～第２世代交付金の概要～

（参考資料）内閣府

13内閣府資料から引用



ご清聴ありがとうございました！

※令和６年度 西新宿における自動運転バス走行の様子
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